
 

 

 

 

 

 

「ソーシャル・トランスフォメーション加速により『ニューノーマル』実現」 

 

―第 64 回「塩崎恭久と明日を語る会 in 東京」― 
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２０２０年１０月１５日 

衆議院議員 塩崎恭久 





安倍晋三内閣の実績

〈第一次安倍内閣〉

●教育基本法、●公務員制度改革（能力実績主義、「２年間クーリングオフ」廃止、

等）、●最低賃金引き上げ、●道路特定財源の廃止、●防衛庁の省昇格、●国民

投票法、等

〈第二次安倍内閣〉

●アベノミクス、経済再生、インバウンドの農産物輸出

●外交安保政策のインフラの確立

ーー「地球儀を俯瞰する外交」、日本版NSC創設、法的基盤の確立（集団的自衛権等

安保法制、テロ等準備罪法制、秘密保護法制等）、自由貿易（TPP、EPA等）、マ

ルティラテラリズム重視、「自由で開かれたインド太平洋」、日米豪印、ASEAN、

中国、ロシア等重視、拉致問題

●消費税引き上げ⇒全世代型社会保障の確立へ

●働き方改革

●女性活躍推進、待機児童解消、子育て支援

など

菅義偉内閣の誕生

「安倍政権が進めてきた取り組みをしっかり継承して、そして前に進めていく。」

「最優先課題は新型コロナウイルス対策です。」

「外交及び安全保障・・・機能する日米同盟を基軸・・・自由で開かれたインド太

平洋」

「経済の再生は引き続き政権の最重要課題です。」

「私が目指す社会像、それは、自助・共助・公助そして絆であります。」

「世の中には国民の感覚から大きくかけ離れた数多くの当たり前でないことが

残っている。」

「行政の縦割り、既得権益、そして悪しき前例主義、こうしたものを打ち破って、

規制改革を全力で進めます。国民のためになる、ために働く内閣を作ります。」

（令和２年９月１６日総理就任会見）

ーーーデジタル庁新設、携帯電話料金値下げ、オンライン診療恒久化、

不妊治療への保険適用拡大、待機児童解消、

新婚世帯への経済支援増、等々
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令和３年度改正に向けた地⽅税制の主な課題令和３年度改正に向けた地⽅税制の主な課題

○ 固定資産税の令和３年度評価替えへの対応

３年に１回の「評価替え」（３年間の地価の上昇・下落等を、土地等の評価に反映）に際し、
土地に係る負担調整措置等を検討

○ 車体課税（環境性能割等）に係る対応

新しい燃費基準が策定されたことも踏まえつつ、自動車税・軽自動車税に係る環境性
能割の税率区分の見直し等を検討

○ 地方税務手続のデジタル化・効率化

地方税共通納税システムの更なる活用など、地方税務手続のデジタル化・効率化の
推進に向けて検討

○ 税負担軽減措置に関する要望への対応

〈期限が到来する主なもの〉

・軽油引取税に係る課税免除措置

・不動産取得税における住宅及び土地に係る税率の特例措置 等

１ 年金課税については、少子高齢化が進展し、年金受給者が増大する中で、世代間及び世代内の公平性の確保や、老後を保障する公的年金、公
的年金を補完する企業年金を始めとした各種年金制度間のバランス、貯蓄・投資商品に対する課税との関連、給与課税等とのバランス等に留意す
るとともに、平成30 年度税制改正の公的年金等控除の見直しの考え方や年金制度改革の方向性、諸外国の例も踏まえつつ、拠出・運用・給付を
通じて課税のあり方を総合的に検討する。

２ デリバティブを含む金融所得課税の更なる一体化については、総合取引所における個人投資家の取引状況も踏まえつつ、投資家が多様な金融
商品に投資しやすい環境を整備する観点から、多様なスキームによる意図的な租税回避行為を防止するための実効性ある方策の必要性を踏まえ、
検討する。

３ 小規模企業等に係る税制のあり方については、働き方の多様化を踏まえ、個人事業主、同族会社、給与所得者の課税のバランスや勤労性所得
に対する課税のあり方等にも配慮しつつ、個人と法人成り企業に対する課税のバランスを図るための外国の制度も参考に、引き続き、給与所得控
除などの「所得の種類に応じた控除」と「人的控除」のあり方を全体として見直すことを含め、所得税・法人税を通じて総合的に検討する。

４ カジノから生じる所得にかかる適正な申告の確保等の観点から、国内外のギャンブル課税の状況、今後制定されるカジノ管理委員会規則等に基
づく詳細な規制の具体化の状況、最新の技術の活用可能性等も踏まえつつ、関連する納税環境の整備について、IR 事業の開業に向けて、今後検
討する。その際、事業者の事務負担や国際競争力の確保についても考慮する。

５ 自社株式を対価とした公開買付け等に係る課税のあり方については、会社法制の見直しを踏まえ、組織再編税制等も含めた理論的な整理を
行った上で、必要な税制措置について検討する。

６ 自動車関係諸税については、技術革新や保有から利用への変化等の自動車を取り巻く環境変化の動向、環境負荷の低減に対する要請の高ま
り等を踏まえつつ、国・地方を通じた財源を安定的に確保していくことを前提に、その課税のあり方について、中長期的な視点に立って検討を行う。

７ 原料用石油製品等に係る免税・還付措置の本則化については、引き続き検討する。

８ 事業税における社会保険診療報酬に係る実質的非課税措置及び医療法人に対する軽減税率については、税負担の公平性を図る観点や、地域
医療の確保を図る観点から、そのあり方について検討する。

９ ガス供給業に係る収入金額による外形標準課税については、小売全面自由化され2022 年に導管部門が法的分離するガス供給業における他の
エネルギーとの競合や新規参入の状況とその見通し、行政サービスの受益に応じた負担の観点、地方財政や個々の地方公共団体の税収に与え
る影響等を考慮しつつ、これらの法人に対する課税の枠組みに、付加価値額及び資本金等の額による外形標準課税を組み入れていくことについ
て、引き続き検討する。

令和２年度与党税制改正大網 検討事項 （令和元年１２⽉１２⽇）
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道府県税

46.6%

143,393億円

市町村税

53.4%

164,514億円

個人道府県民税

10.5%

32,396億円

地方法人二税

23.2%

71,541億円

特別地方消費税

0.3%

1,006億円

自動車税

3.9%

12,008億円

軽油引取税

2.5%

7,846億円

その他

6.0%

18,596億円

その他

3.3%

10,212億円

軽自動車税

0.3%

850億円

都市計画税

3.0%

9,323億円

固定資産税

19.1%

58,887億円

法人市町村民税

9.2%

28,428億円

個人市町村民税

18.5%

56,814億円

地方税収

100.0%

307,907億円

道府県税

48.1%

207,145億円

市町村税

51.9%

223,086億円

個人道府県民税

11.3%

48,423億円

地方法人二税

10.7%

45,960億円

特別法人事業譲与税

4.7%

20,109億円

地方消費税

13.5%

58,210億円

自動車税

3.8%

16,508億円

軽油引取税

2.2%

9,641億円
その他

1.9%

8,294億円

その他

3.2%

13,590億円

軽自動車税

0.7%

2,873億円

都市計画税

3.1%

13,431億円

固定資産税

21.5%

92,695億円

法人市町村民税

3.9%

16,757億円

個人市町村民税

19.5％

83,740億円

地方税収

100.0%

430,231億円

地方税収の構成（平成２年度、令和２年度地方財政計画額）

（注） １ 各税目の％は、それぞれの合計を100％とした場合の構成比である。
２ 超過課税、法定外税等を含まない。
３ 計数はそれぞれ四捨五入によっているので、計とは一致しない場合がある。

【平成２年度】 【令和２年度】

市町村税収の構成（平成２年度、令和２年度地方財政計画額）

市町村税

164,514億円

その他

6.2%

10,212億円

軽自動車税

0.5%

850億円

都市計画税

5.7%

9,323億円

固定資産税

35.8%

58,887億円

法人市町村民税

17.3%

28,428億円

個人市町村民税

34.5%

56,814億円

市町村税

223,086億円

その他

6.1%

13,590億円

軽自動車税

1.3%

2,873億円

都市計画税

6.0%

13,431億円

固定資産税

41.6%

92,695億円

法人市町村民税

7.5%

16,757億円

個人市町村民税

37.5％

83,740億円

【平成２年度】 【令和２年度】

（注） １ 各税目の％は、それぞれの合計を100％とした場合の構成比である。
２ 超過課税、法定外税等を含まない。
３ 計数はそれぞれ四捨五入によっているので、計とは一致しない場合がある。
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区 分 固 定 資 産 税

１．課税客体
土地、家屋及び償却資産

(土地：1億8,023万筆、家屋：5,861万棟)

２．課税主体 全市町村（東京都23区内は東京都が課税）

３．納税義務者
土地、家屋又は償却資産の所有者
(土地、家屋は登記簿上の所有者等を、償却資産は申告のあった所有者等を固定資産課税台帳に登録し課税)

(土地：4,106万人、家屋：4,153万人、償却資産：457万人)

４．課税標準
価格（適正な時価）
※ 土地及び家屋は３年ごとに評価替え（次回は令和３年度が評価替え年度）

※ 償却資産は、取得価額を基礎として、経過年数に応じ、定率法（旧定率法）により償却

５．税 率 標準税率 1.4％

６．免税点 土地：30万円、家屋：20万円、償却資産：150万円

７．賦課期日 当該年度の初日の属する年の１月１日

８．税 収（H30決算額） ８兆9,958億円（土地3兆4,478億円、家屋3兆8,498億円、償却資産1兆6,982億円）

※１ 税収以外のデータは、令和元年度実績。
※２ 固定資産税の制限税率（2.1%）は、平成16年度の改正により廃止。
※３ 税収は平成30年度決算額。

○ 固定資産税は、シャウプ勧告を契機として行われた昭和25年の地方税制度の根本的改革に伴い創設。

○ 固定資産（土地、家屋及び償却資産）の保有と市町村が提供する行政サービスとの間に存在する受益

関係に着目し、応益原則に基づき、資産価値に応じて、所有者に対し課税する財産税。

○ どの市町村にも広く存在する固定資産を課税客体としており、税源の偏りが小さく市町村税として

ふさわしい基幹税目。

固定資産税の概要

税 額＝× 税 率

標準税率

1.4％

課 税 標 準 額

○ 政策的な特例措置

＜主な例＞
小規模住宅用地 ： １／６
一般住宅用地 ： １／３

○ 土地に係る負担調整措置

納税者の負担感に配慮し、評価額に対し税負担
が低かった土地や、評価額が急激に上昇した土地
の場合にも、税負担はゆるやかに上昇させるため
課税標準額を調整する措置。

評価額

固定資産評価基準
により算出

○ 土地・家屋

３年ごとに評価替え
を行い、それ以外の
年度は原則据置き。

○ 償却資産

毎年評価替え

宅地については、
地価公示価格等の
７割を目途として評価

政策的な特例

措置

＜主な例＞
新築住宅

一般住宅
(３年１／２)
３階建以上

(５年１／２)

固定資産税の仕組み
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■ 全国平均 ： 全用途平均は５年連続、住宅地は３年連続、商業地は５年連続で上昇し、いずれも上昇基調を強めている。

■ 三大都市圏 ： 全用途平均・住宅地・商業地いずれも各圏域で上昇が継続している。

■ 地方圏 ： 住宅地は２年連続、商業地は３年連続で上昇し、上昇基調を強めている。

地方四市（札幌市、仙台市、広島市及び福岡市）では上昇基調を更に強めている。 地方四市を除くその他の地域でも

全用途平均・商業地が平成４年以来２８年ぶりに上昇、住宅地は平成８年から続いた下落から横ばいとなった。

住
宅
地

雇用・所得環境の改善が続く中、低金利環境の継続や住宅取得支援施策
等による需要の下支え効果もあり、交通利便性や住環境の優れた地域を中心
に需要が堅調。

商
業
地

景気回復、良好な資金調達環境の下、
○ 人材確保等を目的として、オフィスビル需要が堅調であり、空室率の低下・
賃料の上昇傾向が継続

○ 外国人観光客をはじめとする国内外の訪問客の増加により収益性の向上
が見込まれる地域における店舗、ホテル等の進出

○ 交通インフラの整備や再開発の進展に伴う利便性や繁華性（賑わい）の
向上

等を背景に需要が堅調。また、地方都市を含め、マンション需要とも競合。

（１） 地価動向

（３） 地価変動率の推移（２） 地価上昇の背景

H28公示 H29公示 H30公示 H31公示 R2公示 H28公示 H29公示 H30公示 H31公示 R2公示 H28公示 H29公示 H30公示 H31公示 R2公示

0.1 0.4 0.7 1.2 1.4 ▲ 0.2 0.0 0.3 0.6 0.8 0.9 1.4 1.9 2.8 3.1

1.1 1.1 1.5 2.0 2.1 0.5 0.5 0.7 1.0 1.1 2.9 3.3 3.9 5.1 5.4

1.1 1.3 1.7 2.2 2.3 0.6 0.7 1.0 1.3 1.4 2.7 3.1 3.7 4.7 5.2

東京23区 3.7 4.0 4.9 6.1 6.3 2.8 3.0 3.9 4.8 4.6 4.8 5.5 6.4 7.9 8.5

0.8 0.9 1.1 1.6 1.8 0.1 0.0 0.1 0.3 0.4 3.3 4.1 4.7 6.4 6.9

大 阪 市 3.7 3.9 3.9 4.7 6.0 0.5 0.5 0.6 0.8 1.2 7.8 9.0 8.8 10.6 13.3

1.3 1.1 1.4 2.1 1.9 0.8 0.6 0.8 1.2 1.1 2.7 2.5 3.3 4.7 4.1

名古屋市 3.1 2.5 3.1 4.8 4.1 1.6 1.2 1.3 2.3 2.0 5.5 4.8 6.2 8.9 7.7

▲ 0.7 ▲ 0.3 0.0 0.4 0.8 ▲ 0.7 ▲ 0.4 ▲ 0.1 0.2 0.5 ▲ 0.5 ▲ 0.1 0.5 1.0 1.5

3.2 3.9 4.6 5.9 7.4 2.3 2.8 3.3 4.4 5.9 5.7 6.9 7.9 9.4 11.3

▲ 1.1 ▲ 0.8 ▲ 0.5 ▲ 0.2 0.1 ▲ 1.0 ▲ 0.8 ▲ 0.5 ▲ 0.2 0.0 ▲ 1.3 ▲ 0.9 ▲ 0.4 0.0 0.3

東 京 圏

全用途平均

そ の 他

大 阪 圏

名 古 屋 圏

地　方  圏

地 方 四 市

三大都市圏

住宅地 商業地

全　　　 国

（単位：％）

地価は、平成26年地価公示以降、
三大都市圏を中心に緩やかな上昇傾向。
地方圏でも回復傾向が広がっている。

(%)

(年)

全用途平均

国土交通省資料令和２年地価公⽰ 全国の地価動向

（１）地価動向

（３）地価公示との共通地点における半年ごとの地価変動率推移

（単位：％）

■ 全国平均 ： 全用途平均は平成２９年以来３年ぶりに下落に転じた。

用途別では、住宅地は下落幅が拡大し、商業地は平成２７年以来５年ぶりに下落に転じた。

■ 三大都市圏 ： 住宅地は東京圏、大阪圏が平成２５年以来７年ぶりに下落に転じ、名古屋圏は平成２４年以来８年ぶりに下落に転じた。

全用途平均・ 商業地は東京圏、大阪圏で上昇を継続したが上昇幅が縮小し、名古屋圏は平成２４年以来８年ぶりに下落に転じた。

■ 地方圏 ： 全用途平均・住宅地は下落幅が拡大し、商業地は昨年の上昇から下落に転じた。

全用途平均・住宅地・商業地のいずれも、地方四市（札幌市、仙台市、広島市及び福岡市）では上昇を継続したが上昇幅が縮

小し、地方四市を除くその他の地域では下落幅が拡大した。

※ 地価公示（毎年１月１日時点実施）との共通地点（1,605地点。うち住宅地1,109地点、商業地496地点。）

での集計である。

R2調査前半 : 令和元年7月1日 ～令和2年1月1日の変動率 R2調査後半 : 令和2年1月1日 ～令和2年7月1日の変動率

◆この1年間のうち前半（Ｒ元.7.1～Ｒ2.1.1)においては、交通利
便性や住環境の優れた住宅地、オフィス需要の強い商業地、訪
問客の増加に伴う店舗やホテルの進出が見込まれる地域を中
心に地価の回復傾向が継続していたと見られる。
◆一方、後半（Ｒ2.1.1～Ｒ2.7.1)においては、新型コロナウイルス
感染症の影響による先行き不透明感から需要が弱まり、総じて
上昇幅の縮小、上昇から横ばい又は下落への転化となったと見
られる。
◆地価動向の変化の程度は様々であり、新型コロナウイルス感
染症が地価に与える影響の程度が土地への需要の特性や地
域の経済構造などにより異なることや、再開発など中長期的な
上昇要因の有無が地域で異なることによると考えられる。

（２）特 徴

H28調査 H29調査 H30調査 R元調査 R2調査 H28調査 H29調査 H30調査 R元調査 R2調査 H28調査 H29調査 H30調査 R元調査 R2調査

▲ 0.6 ▲ 0.3 0.1 0.4 ▲ 0.6 ▲ 0.8 ▲ 0.6 ▲ 0.3 ▲ 0.1 ▲ 0.7 0.0 0.5 1.1 1.7 ▲ 0.3

1.0 1.2 1.7 2.1 0.0 0.4 0.4 0.7 0.9 ▲ 0.3 2.9 3.5 4.2 5.2 0.7

1.1 1.3 1.8 2.2 0.1 0.5 0.6 1.0 1.1 ▲ 0.2 2.7 3.3 4.0 4.9 1.0

0.8 1.1 1.4 1.9 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 ▲ 0.4 3.7 4.5 5.4 6.8 1.2

1.1 1.2 1.5 1.9 ▲ 0.8 0.5 0.6 0.8 1.0 ▲ 0.7 2.5 2.6 3.3 3.8 ▲ 1.1

▲ 1.2 ▲ 0.9 ▲ 0.6 ▲ 0.3 ▲ 0.8 ▲ 1.2 ▲ 1.0 ▲ 0.8 ▲ 0.5 ▲ 0.9 ▲ 1.1 ▲ 0.6 ▲ 0.1 0.3 ▲ 0.6

4.0 4.6 5.8 6.8 4.5 2.5 2.8 3.9 4.9 3.6 6.7 7.9 9.2 10.3 6.1

▲ 1.4 ▲ 1.1 ▲ 0.8 ▲ 0.5 ▲ 1.0 ▲ 1.4 ▲ 1.1 ▲ 0.9 ▲ 0.7 ▲ 1.0 ▲ 1.5 ▲ 1.1 ▲ 0.6 ▲ 0.2 ▲ 1.0

地  　方　  圏

地 方 四 市

そ の 他

住宅地 商業地全用途平均

全　　　　　国

三 大 都 市 圏

東 京 圏

大 阪 圏

名 古 屋 圏

国土交通省資料令和2年地価調査 全国の地価動向

前半 後半 年間 前半 後半 年間

0.8 ▲ 0.4 0.4 2.5 ▲ 1.4 1.0

0.7 ▲ 0.7 0.0 3.3 ▲ 1.9 1.3

0.8 ▲ 0.7 0.2 3.1 ▲ 1.6 1.4

0.4 ▲ 0.4 0.0 4.7 ▲ 2.2 2.3

0.9 ▲ 1.2 ▲ 0.3 2.0 ▲ 2.7 ▲ 0.8

1.0 ▲ 0.1 0.9 1.5 ▲ 0.7 0.8

3.5 1.0 4.5 7.4 0.7 8.2

0.7 ▲ 0.2 0.5 0.8 ▲ 0.9 ▲ 0.1

商業地

R2調査

（単位：％）

地 方 圏

地 方 四 市

そ の 他

住宅地

R2調査

全 国

三 大 都 市 圏

東 京 圏

大 阪 圏

名 古 屋 圏

※地価公⽰（毎年１⽉１⽇時点実施）との共通地点（1,605地点。うち住宅地1,109地点、商業地496地点。）での集計で
ある。
R2調査前半 : 令和元年7⽉1⽇〜 令和2年1⽉1⽇の変動率 R2調査後半 : 令和2年1⽉1⽇ 〜 令和2年7⽉1⽇の変動率

（単位︓％）
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感染症危機対応体制の抜本改革
⾃⺠党 ⾏政改革推進本部「⼤規模感染症流⾏時の国家ガバナンス改革」提⾔（令和２年６⽉２６⽇）

現 行 関連法制の改正後

● 明治以来一貫して都道府県、保健所・地衛

研等、地方を中心とした感染症対策

● 感染症データの管理、開示が自治体ごと

に不統一、「２０００個問題」

● 感染症危機対応を国の責務として位置付け

● 有事の国－県－保健所の指揮命令系統の明確化
・私権制限など緊急事態対応を特措法担当大臣が指示

・内閣官房に「感染症担当危機管理監」を新設

・厚労大臣が知事等へ所要の措置を指示、自ら措置

● 「公衆衛生」と「臨床医療」の有機的一体化
・保健所等に加え民間医療機関・検査機関を積極活用

し、PCR検査等の範囲拡大による検査促進・保健所負

担の分散化（数値目標設定）

・保健所の有事体制の充実・強化

● 「疫学的研究」と「臨床研究」の一元的運用

(感染研＋NCGM)

● 国による感染症データの一元管理・開示を法定

旧伝染病予防法 （明治30年）
旧結核予防法 （大正8年）
旧保健所法 （昭和12年）
新保健所法 （昭和22年）
新結核予防法 （昭和26年）
地域保健法 （平成6年）
感染症法 （平成10年）

保健所・地衛研
（行政検査）

医療機関
（保険適用）

<参考>

インフルエンザ
＿

医療機関

保健所・地衛研
（行政検査）

医療機関

法
的
根
拠
等

法的位置付け 感染症法15条
・感染症法15条
（行政検査の委託契約）
・医療保険各法

医療保険各法 感染症法15条
（改正）

感染症法
・委託契約不要
・公費負担規定を新設

保健所の関与 〇
△

（検査要件、財政要
因）

なし
（医師の判断） 〇 なし

（医師の判断）

検
査
対
象

有症状者等 〇 〇 〇 〇 〇
（保険+公費）

感
染
疑
い
者

濃厚接触者等 〇 〇 〇 〇 〇
（保険+公費）

特定の地域や
集団、組織等
に属する者

〇
（7/15、厚労省
「事務連絡」）

× ― 〇 〇
（公費）

病院等での
スクリーニング × × ― 〇 〇

（公費）

費用負担 公費 保険+公費※ 保険
（3割,800円程度） 公費 保険＋公費※

又は公費

PCR等の検査体制・担い手等の改革（イメージ）

現行 法改正後

※PCR検査の保険償還価格は、18,000円。⇒「3割負担」なら5,400円の負担のところを公費で補助。
11



改正が必要と考えられる法律

改正する法律
〇新型インフルエンザ等対策特別措置法
〇内閣法
〇感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
〇地域保健法
〇検疫法
〇厚生労働省設置法

【地方を中心とした感染症対策】

（入院）

第十九条 都道府県知事は、一類感染症のまん延を防止するため必要があると認め

るときは、当該感染症の患者に対し特定感染症指定医療機関若しくは第一種感染

症指定医療機関に入院し、又はその保護者に対し当該患者を入院させるべきことを

勧告することができる。（後略）

（感染症の病原体に汚染された場所の消毒）

第二十七条 都道府県知事は、一類感染症・・・の発生を予防し、又はそのまん延を

防止するため必要があると認めるときは、・・・当該感染症の患者がいる場所・・につ

いて、当該患者・・・に対し、消毒すべきことを命ずることができる。

２ 都道府県知事は、前項に規定する命令によっては一類感染症・・・の発生を予防し、

又はそのまん延を防止することが困難であると認めるときは、・・・当該感染症の患

者がいる場所・・・について、市町村に消毒するよう指示し、又は当該都道府県の職

員に消毒させることができる。

【PCR検査等の限界】

（感染症の発生の状況、動向及び原因の調査）

第十五条 都道府県知事は、感染症の発生を予防し、又は感染症の発生の状況、動

向及び原因を明らかにするため必要があると認めるときは、当該職員に一類感染

症・・・の患者、疑似症患者若しくは無症状病原体保有者、新感染症の所見がある

者・・・に質問させ、又は必要な調査をさせることができる。

２ （略）

３ 都道府県知事は、必要があると認めるときは、第一項の規定による必要な調査と

して当該職員に次の各号に掲げる者に対し当該各号に定める検体若しくは感染症

の病原体を提出し、若しくは当該職員による当該検体の採取に応じるべきことを求

めさせ・・・ることができる。

一 一類感染症、二類感染症若しくは新型インフルエンザ等感染症の患者、疑似症

患者若しくは無症状病原体保有者又は当該感染症にかかっていると疑うに足りる

正当な理由のある者 当該者の検体

（後略）

主要な関係条文

◎感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（抄）

【有事における国の責務が不明確】

（国及び地方公共団体の責務）

第三条 国及び地方公共団体は、教育活動、広報活動等を通じた感染症

に関する正しい知識の普及、感染症に関する情報の収集、整理、分析

及び提供、感染症に関する研究の推進、病原体等の検査能力の向上並

びに感染症の予防に係る人材の養成及び資質の向上を図るとともに、

社会福祉等の関連施策との有機的な連携に配慮しつつ感染症の患者

が良質かつ適切な医療を受けられるように必要な措置を講ずるよう努

めなければならない。この場合において、国及び地方公共団体は、感染

症の患者等の人権を尊重しなければならない。

２ 国及び地方公共団体は、地域の特性に配慮しつつ、感染症の予防に

関する施策が総合的かつ迅速に実施されるよう、相互に連携を図らな

ければならない。

【具体的指揮命令の不存在】

（厚生労働大臣の指示）

第六十三条の二 厚生労働大臣は、感染症の発生を予防し、又はそのま

ん延を防止するため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事

に対し、この法律（第八章を除く。）又はこの法律に基づく政令の規定に

より都道府県知事が行う事務に関し必要な指示をすることができる。

葛⻄健 WHO⻄太平洋地域事務局⻑の発⾔要旨抜粋

「保健分野のODAのあり方に関する特別委員会」(JCIE)におけるオンライン発言(2020.7.9)
ー COVID-19に関する５つの視点について ー

（略）

3つ目は、医療と公衆衛生が一体化したシステムの必要性。2015年、韓国におけるMERS

流行から明らかになったことは、医療のキャパシティがあっても十分な準備ができていなけ

れば感染拡大を招くということ。医療と公衆衛生が地域で連携するシステムの準備が非常

に重要。最前線のヘルスセンターから中間施設、重症患者の隔離・治療施設に至るまで、

患者の動向に伴う情報を収集し追跡する、地域で一体化したシステムの構築が理想。そ

のためには、中央政府と地方自治体の連携が不可欠。韓国は、MERS発生時の教訓に基

づいて新たに構築したシステムをフル活用した。ベトナムや中国でも、同様のシステムで、

感染者の同定から濃厚接触者の迅速な追跡・隔離といった公衆衛生対策に連携させ、封

じ込みに成功した。これらの国々は、連携にあたってITシステムをフル活用していることも述

べたい。

（略）
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※

“HER-SYS”に関連した法律改正の必要性

○知事から厚労大臣に法定報告義務があるのは「医師から発生届の内容（14項目）」のみ（感染症法第12条）
○「積極的疫学調査の結果（6項目）」について、調査の項目が法定されておらず、調査結果のうち「知事が重要と認める項
目」のみが報告義務の対象、（感染症法第15条、同法施行規則第9条）
○「残りの約90項目（任意）」について、全国統一的な法定報告義務が不在。
○個人情報保護条例による個人情報提供の制約（「2,000個問題」）を解決する個人情報提供を可能とする法的根拠が不在
○多くの条例が禁止・規制をしている「オンライン接続」を可能とする法的根拠が不在。

【関連条文】

感染症法 （妙）

第十五条 都道府県知事は、感染症の発生を予防し、又は感染症の発生の状況、動向及び原因を明らかにするため必要があると認められるときは、当該職
員に一類感染症、二類感染症・・・の患者、類似症患者若しくは無症状病原保有者・・・に質問させ、又は必要な調査をさせることができる。
２～７ （略）
８ 都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、第一項の規定により実施された質問又は必要な調査の結果を厚生労働大臣に報告しなければな
らない。
９～１２ （略）

感染症法施行規則（妙）

第九条 法第十五条第八項に規定する報告は、同条第一項による質問又は必要な調査のうち、感染原因等、感染症のまん延の状況その他の事情を考慮し
て重要と認めるものについて行うものとする。
２ （略）

大阪府個人情報保護条例（妙）

第八条 実施機関は、個人情報取扱事務の目的以外に個人情報・・・を・・・又は当該実施機関以外のものに提供してはならない。
２ 前項の規定にかかわらず、実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、個人情報取扱事務の目的以外に個人情報を・・・又は当該実施機関以
外のものに提供することができる。（後略）
一 本人の同意があるとき又は本人に提供するとき。
二 法令又は条例の規定に基づくとき。
三～九 （略）
３ （略）
４ 実施機関は、実施機関以外のものに対して、通信回線により統合された電子計算機（実施機関の保有する個人情報を実施機関以外のものが随時入手し
得る状態にするものに限る。）を用いて個人情報の提供をしてはならない。ただし、公益上の必要があり、かつ、個人の権利利益を侵害するおそれがないと
当該実施機関が認める場合は、この限りではない。
５・６ （略）
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感染症有事における司令塔機能の抜本強化
⾃⺠党「感染症対策ガバナンス⼩委員会」提⾔（令和2年10月6日）

現行 見直し後

（特定国立研究開発法人）
健康危機管理機構＜ＨＳＡ＞

・医療・臨床研究
・公衆衛生対応
・危機対応オペレーション
・研究開発

感染症危機管理組織

感染症危機担当危機管理監（新設）

指揮命令

・新型インフルエンザ等対策室
・国際感染症対策調整室
・新型コロナウイルス感染症対策推進室

内閣官房

・臨床研究等

・微生物学・疫学的研究

統合指揮監督

※内閣官房・厚生労働省・HSAに緊急事態オペレー
ションセンター（EOC)を設置し、相互接続

※

※

※
（国立研究開発法人）
国立国際医療センター＜NCGM＞

国立感染症研究所

内閣官房

厚生労働省厚生労働省

独法化のメリット

【ミッション、権限等の明確性】

国の機関と異なり、法律上、ミッション等を謳い、
組織、業務の法定により、役割・権限の一層の明確
化が可能。

【柔軟な組織、人事・報酬体系】

国家公務員と異なり、柔軟な報酬体系、人材登用
等を通じ、優秀なグローバル研究人材の確保が可
能。

【弾力的な財務運営】

官庁会計と異なり、国から「渡し切り」の運営費が交
付され、独法の裁量で、弾力的・効果的に使用可能。

【情報公開による高い透明性】

国の機関と異なり、業務、財務、各種計画、評価、
監査、報酬等の情報公開を義務付け、高い透明性
を確保。

【明確な目標設定と評価】

国の機関と異なり、明確な目標設定と外部委員に
よる客観的評価を通じて、業務運営を改善。

感染研の独法化について
独法化の懸念事項の解決策

【公権力の行使】

感染症法等に設ける新たな根拠規定に基づき厚
労大臣が行わせる「（独）感染研」としての権限を
行使。

【指揮命令系統】

法律上、自治体（保健所、地方衛生研究所）への
関与等を規定することにより、有事における国・
感染研・自治体（保健所、地衛研）の指揮命令系
統を明確に担保。

【NCGMとの統合】

独法化により、組織の統合、機動的運用を通じ
疫学研究と臨床研究の世界初の一体化が可能。
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CEPI支援ワクチンに関する状況

ワクチンの種類 CEPIが支援する開発主体と開発状況

抗 原 を 注 射 し て

免疫を付けるタイプ

組換えタンパク
ワクチン

Novavax社（米） 第3相 臨床試験開始

Clover Biopharmaceuticals Australia（豪） 第1相 臨床試験開始

ペプチドワクチン Queensland大学（豪）/GSK社（英） 第1相 臨床試験開始

遺伝子を注射して、

人体がウイルスの抗
原をつくり、

免疫を付けるタイプ

m－RNAワクチン

Moderna社（米）
/国立アレルギー感染症研究所（米）

第3相 臨床試験開始

CureVac社（独） 第2相 臨床試験開始

DNAワクチン Inovio Pharmaceuticals社（米） 第1/2相 臨床試験開始

ウイルスベクター

AstraZeneka社（英）オックスフォード大（英） 第3相 臨床試験開始

香港大学（中） 前臨床段階

パスツール研究所（仏）/テーミス社（墺）
/ピッツバーグ大学（米）

第1相 臨床試験開始

注）CEPIは⽀援していないが、上記の他に不活化ワクチンなどの開発も、各国では進められている。

（2020/10/11現在）

新型コロナウイルス感染症ワクチン国別開発状況

開発国 ワクチン数

中国 4

米 3

英 1

独 1

露 1

WHO Draft landscape of COVID-19 candidate vaccines (9/28版）を元に作成
複数の国にまたがる場合は代表企業で計上。

（第3相実施中のワクチン 10種）
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協議・合意が公表されているもの

海外で開発された新型コロナワクチンの導入に向けてメーカーと協議を行うとともに、生産体制の整備や国内治験
への支援を行うことにより、安全で有効なワクチンをできるだけ早期に国民へ供給することを目指している。

このほか、国内生産が計画されているもの

ファイザー社（米国）との基本合意（7月31日）
 新型コロナウイルスのワクチン開発に成功した場合、来年６月末までに6000 万人分のワクチンの供給を受ける。
 今後、最終契約に向けて協議を進める。

ノババックス社（米国）：武田薬品工業株式会社が提携して日本国内でワクチン生産を予定
※両社は以下について公表している。（8月7日）

・ノババックス社のワクチンを、日本国内で年間2.5億回分生産する体制整備を図る。
※国内でのワクチン製造のための技術移管と体制整備は、「ワクチン生産体制等緊急整備事業」（2次補正）の補助対象

アストラゼネカ社（英国）との基本合意（8月7日）
 新型コロナウイルスのワクチン開発に成功した場合、来年初頭から１億2000万回分のワクチンの供給（そのう

ち3000万回分については来年の第一四半期中に供給）を受ける。
 今後、最終契約に向けて協議を進める。

※アストラゼネカ社は以下について公表。
・JCRファーマ株式会社でのワクチン原液の国内製造と、海外からのワクチン原液の輸入を予定。
・国内外で製造されたワクチン原液は、第一三共株式会社、第一三共バイオテック株式会社、Meiji Seikaファルマ株式会社、ＫＭバイオロジクス株式会社

において製剤化等を行う。
・海外での臨床試験に加え、日本国内でも第I/II相試験を8月下旬より開始。

※国内でのワクチン原液製造・製剤化等の体制整備は、「ワクチン生産体制等緊急整備事業」（2次補正）の補助対象

モデルナ社（米国）との協議（8月28日）
 新型コロナウイルスのワクチン開発に成功した場合、武田薬品工業株式会社による国内での販売・流通のもと来年上

半期から4000万回分以上の供給を受けることを目指して両者と協議中。
 今後、契約締結に向けて速やかに協議を進める。

海外で開発されたワクチンの確保に関する取組

○概要

（１）Gaviワクチンアライアンス、CEPI（感染症流行対策イノベーション連合）及びWHOが主導する、ワクチンを
共同購入する仕組み。(i)高・中所得国が自ら資金を拠出し、自国用にワクチンを購入する枠組みと、（ii）ド
ナー（国や団体等）からの拠出金により途上国へのワクチン供給を行う枠組み（Gavi COVAX AMC）を組み
合わせている。

（２）CEPIが開発支援する９種類のワクチン及び他のワクチンを検討対象とし、幅広いポートフォリオを予定。
各国におけるワクチン確保の一手段となり得る。

（３）高・中所得国は、拠出金をCOVAX に支払い、拠出金は開発や製造設備整備に使われる。高・中所得国
を含む国際的に公平なワクチンの普及に資する。

（４）令和2年９月15日、日本は加藤前厚生労働大臣が契約書に署名し参加した。９月30日時点で高・中所得
国70カ国(EU各国、加、豪等。米国は不参加を表明）、途上国92カ国が参加。

COVAX ファシリティ（COVID-19 Vaccine Global Access Facility）について

高・中所得国が自ら資金を拠出し、
自国用にワクチンを購入する。

ドナー国からの拠出金により
途上国へのワクチン供給を行う。

A社 B社 C社

X国 W国

COVAX Facility

（事前共同 購入契約）

Y国 Z国

[概念図]
〇参加方式及び購入量
（１）購入オプション方式※で参加
（２）購入するワクチン量は人口の２０％

※ 購入オプション方式
購入権を確保するが、購入義務は負わない。ワクチンを選択可能。拠出金は
1ドーズあたり3.1ドル。なお、参加方式には購入コミット方式もある。

〇今後の予定

（１）10月９日までに、COVAXファシリティへ拠出金約172億円
を支払い予定。

（Gavi COVAX AMC）
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βラクタム系抗菌薬の国内安定供給体制のイメージ（案）

国

A社
（中間体製造会社）

B社
（中間体製造会社）

C社
（中間体製造会社）

その他
（中間体利用会社等）

製造・薬卸企業等海外
医療機関

国民（患者）

PMDA・厚生労働省

（中間体：6-APA, 7-ACA を生産・供給）

コンソーシアム

「Push 型支援」（初期投資＋経常経費？）

「Pull 型支援」？

適正薬価＋規制改革？

2020年9月
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